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第５編 医療提供体制 
 
 

 

第１章 安全で良質な医療提供体制の整備 
 

 

第１節 医療機能の分担・連携と集約化の促進 

 

１ 主な疾患における二次医療圏別の依存状況 

（１）悪性新生物 
● 悪性新生物入院患者の二次医療圏別の依存状況（病院，一般病床）は次のとおりです。 

● 自圏域依存率をみると，仙南医療圏で６０％未満となっていますが，みやぎ県南中核病院は，平成２５

（２０１３）年８月に腫瘍センターが設置され，平成２８（２０１６）年４月には地域がん診療連携拠点

病院に指定されており，平成２３（２０１１）年度の前回調査時（３３．２％）よりも高くなっています。 

 
【図表５－１－１－１】悪性新生物の医療圏別依存率                       （単位：％） 

医療圏 

患者住所地 

仙南 仙台 
大崎・ 

栗原 

石巻・ 

登米・ 

気仙沼 

県外 

 

仙南 51.2  0.2  0.0  0.0  0.0  

仙台 48.8  99.7  21.7  26.8  94.3  

大崎・栗原 0.0  0.0  76.5  5.4  1.1  

石巻・登米 

・気仙沼 
0.0  0.1  1.8  67.7  4.6  

計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

出典：「平成２８年度宮城県患者調査」（県保健福祉部） 

 

（２）消化器系疾患 

● 消化器系疾患入院患者の二次医療圏別の依存状況（病院，一般病床）は次のとおりです。 

● 自圏域依存率をみると，全圏域で７０％を超えています。 

 

【図表５－１－１－２】消化器系疾患の医療圏別依存率                      （単位：％） 

医療圏 

患者住所地 

仙南 仙台 
大崎・ 

栗原 

石巻・ 

登米・ 

気仙沼 

県外 

 

仙南 76.9  0.7  0.0  0.0  0.0  

仙台 23.1  98.9  19.3  18.7  86.5  

大崎・栗原 0.0  0.2  76.5  4.5  2.7  

石巻・登米 

・気仙沼 
0.0  0.2  4.2  76.9  10.8  

計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

出典：「平成２８年度宮城県患者調査」（県保健福祉部） 
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（３）呼吸器系疾患 

● 呼吸器系疾患入院患者の二次医療圏別の依存状況（病院，一般病床）は次のとおりです。 

● 自圏域依存率をみると，全圏域で８０％を超えています。 

 

【図表５－１－１－３】呼吸器系疾患の医療圏別依存率                      （単位：％） 

医療圏 

患者住所地 

仙南 仙台 大崎・ 
栗原 

石巻・ 
登米・ 
気仙沼 

県外 

 

仙南 80.5  0.5  0.0  0.0  4.5  

仙台 19.5  99.3  6.6  1.3  77.3  

大崎・栗原 0.0  0.0  92.7  8.3  4.5  

石巻・登米 
・気仙沼 0.0  0.2  0.7  90.4  13.6  

計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

出典：「平成２８年度宮城県患者調査」（県保健福祉部） 

 

（４）心疾患（高血圧性のものを除く） 

● 心疾患入院患者の二次医療圏別の依存状況（病院，一般病床）は次のとおりです。 

● 自圏域依存率をみると，全圏域で６０％に達しており，最も低い仙南医療圏でも約７０％となっています。 

 

【図表５－１－１－４】心疾患（高血圧性のものを除く）の医療圏別依存率             （単位：％） 

医療圏 

患者住所地 

仙南 仙台 大崎・ 
栗原 

石巻・ 
登米・ 
気仙沼 

県外 

 

仙南 69.2  0.4  0.0  0.0  0.0  

仙台 30.8  99.2  19.3  9.9  89.4  

大崎・栗原 0.0  0.2  80.7  11.5  0.0  

石巻・登米 
・気仙沼 0.0  0.2  0.0  78.6  10.6  

計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

出典：「平成２８年度宮城県患者調査」（県保健福祉部） 

 

（５）脳血管疾患 

● 脳血管疾患入院患者の二次医療圏別の依存状況（病院，一般病床）は次のとおりです。 

● 自圏域依存率をみると，仙南医療圏が６４．１％と他医療圏と比較して低くなっています。 

 
【図表５－１－１－５】脳血管疾患の医療圏別依存率                       （単位：％） 

医療圏 

患者住所地 

仙南 仙台 大崎・ 
栗原 

石巻・ 
登米・ 
気仙沼 

県外 

 

仙南 64.1  0.2  0.0  0.6  9.4  

仙台 35.9  99.1  17.6  8.9  75.0  

大崎・栗原 0.0  0.4  80.2  3.9  9.4  

石巻・登米 
・気仙沼 0.0  0.4  2.3  86.6  6.3  

計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

出典：「平成２８年度宮城県患者調査」（県保健福祉部） 
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（６）精神疾患 

● 精神疾患入院患者の二次医療圏別の依存状況（病院，精神病床）は次のとおりです。 

● 自圏域依存率をみると，全圏域で６０％に達しています。 

 

【図表５－１－１－６】精神疾患の医療圏別依存率                        （単位：％） 

医療圏 

患者住所地 

仙南 仙台 大崎・ 
栗原 

石巻・ 
登米・ 
気仙沼 

県外 

 

仙南 67.1  3.2  0.0  1.2  5.7  

仙台 32.6  94.8  17.6  10.0  41.5  

大崎・栗原 0.2  1.4  71.0  13.2  8.2  

石巻・登米 
・気仙沼 0.0  0.6  11.4  75.5  44.7  

計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

出典：「平成２８年度宮城県患者調査」（県保健福祉部） 
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２ 医療圏別の機能分担及び連携強化の在り方 

人口の減少や少子化及び高齢化の進展に加え，東日本大震災の影響もあり，生活環境が大きく変化している中，

住み慣れた地域において良質かつ適切な医療を受けたいという住民からの要請はますます強まってきています。 
一方，医療を提供する側では，医療の高度化や専門化が進み，特定の医療機関に医療機能が集約化される傾向

にあるとともに，医療人材の地域間偏在が依然として続いています。 
このような状況で，住民の要望に応えるためには，限られた地域の医療資源を有効に活用することが重要です。 
そのためには，医療機関にあっては，その属する医療圏において期待される役割を理解した上で，他の医療機

関と連携を図り，疾患又は診療科ごとあるいは急性期，回復期又は維持期といった治療の段階の機能をそれぞれ

に分担することが必要です。 
このような課題認識のもと，本節では，医療圏別の機能分担及び連携強化の在り方とともに，目指すべき方向

を提示します。 
 

   【図表５－１－１－７】 

医療圏名 必要と考えられる機能分担及び連携強化の在り方 

 仙南医療圏 

● 地域医療支援病院であるみやぎ県南中核病院には，平成２５  

（２０１３）年２月に救命救急センターが，同年８月に腫瘍センターが

設置され，また，平成２７（２０１５）年８月にはへき地医療支援病院

に，平成２８（２０１６）年４月には地域がん診療連携拠点病院に指定

されました。 

● みやぎ県南中核病院と公立刈田綜合病院が，機能分担を進めて連携体制

を強化することが求められます。 

● 夜間初期救急体制を確保するため，平成２７（２０１５）年３月に大河

原町に仙南夜間初期急患センターが開設されました。地域の救急医療資

源の実情に応じた初期救急医療体制の一層の充実が求められています。 

● 周産期医療については，産科セミオープンシステムを含めた連携を図る

とともに，周産期母子医療センターであるみやぎ県南中核病院を中心に

医療従事者を確保し，周産期医療体制の維持・充実を図ることが求めら

れます。 

仙台医療圏 

● 県内唯一の特定機能病院である東北大学病院は，高度先進医療の提供を

担うとともに，地域の医療機関への支援を強化することが求められま

す。 

● 東北大学に加え，平成２８（２０１６）年４月に医学部を新設した東北

医科薬科大学は，医療従事者の養成機関として，人材育成，キャリアパ

ス形成を充実強化し，地域医療の有能な担い手を育成していく役割を担

います。 

● 急性期，回復期，維持期医療を担う医療機関が集中している地域の中

で，機能分担を推進することにより，効率的な医療提供体制を整備し，

住民にも分かりやすく情報提供することが求められます。 

● 政令指定都市である仙台市が含まれ，人口が最も多く，関係団体が多い

医療圏です。また，他圏域からの入院流入が多い圏域でもあり，これら

の患者の入院から在宅医療までの円滑な移行のためには，地域の回復

期，維持期治療を担う医療機関の地域連携機能の強化，地域包括支援セ

ンターの調整機能の強化によって圏域を超えた連携体制が必要となりま

す。 

● 周産期医療については，総合周産期母子医療センターである東北大学病

院と仙台赤十字病院を中心とした周産期医療システムにより，機能分担

及び連携強化を図るとともに，医療従事者を確保・育成し，周産期医療

体制の充実・強化を図ることが求められます。 
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大崎・栗原医療圏 

● 地域医療支援病院である大崎市民病院は平成２６（２０１４）年度に新

築移転し，大崎・栗原医療圏の拠点病院としての役割がより一層増して

います。 

● 栗原市立栗原中央病院は栗原地域の拠点病院として他の市立病院及び市

立診療所の後方支援を行っており，地域住民に不便を感じさせないよう

医療提供体制の機能維持が求められます。 

● 平成３１（２０１９）年度に宮城県立循環器・呼吸器病センターの医療

機能が県北地域の基幹病院へ移管される予定であり，これを踏まえて，

医療圏における大崎市民病院と栗原市立栗原中央病院の機能分担を明確

化することが求められます。 

● 他医療圏と比較して高い死亡率である脳血管疾患，心疾患については，

大崎市民病院と栗原市立栗原中央病院との更なる連携体制の強化が求め

られます。 

● 地域の救急医療資源の実情を踏まえ，夜間を含めた初期救急医療体制の

充実が求められています。 

● 周産期医療については，産科セミオープンシステムによる各医療機関の

機能分担及び連携強化を図るとともに，周産期母子医療センターである

大崎市民病院を中心に医療従事者を確保するなど，周産期医療体制の維

持・充実を図ることが求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石巻・登米・気仙沼

医療圏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 東日本大震災で被災した医療機関が再開していることや，三陸縦貫自動

車動延伸や大島架橋などの道路交通インフラの将来像を踏まえ，より広

域的な視点で医療提供体制を整備していくことが求められます。 

● 地域医療支援病院である石巻赤十字病院は，石巻・登米・気仙沼医療圏

の拠点病院としての機能を果たしていくことが求められます。石巻赤十

字病院とともに石巻地域の中核的医療機能を担っていた石巻市立病院は

被災のため休止していましたが，平成２８（２０１６）年９月に新築移

転しました。 

● 登米地域においては，登米市立登米市民病院が拠点病院として，他の市

立病院，診療所の支援を行っていく役割が求められています。 

● 平成２９（２０１７）年１０月に新築移転した気仙沼市立病院は，気仙

沼地域の拠点病院として，気仙沼市立本吉病院や地域の病院，診療所及

び岩手県一関市の病院との連携を更に深めながら，地域の医療を支える

役割が求められます。 

● 南三陸町においては，震災で全壊した公立志津川病院は，平成２７ 

（２０１５）年１２月に南三陸病院として新築移転しました。 

● 他医療圏と比較して特に男性の死亡率が高い脳血管疾患，心疾患につい

ては，石巻赤十字病院と各拠点病院等との更なる連携体制の強化が求め

られます。 

● 周産期医療については，産科セミオープンシステム等による各医療機関

の機能分担及び連携強化を図るとともに，周産期母子医療センターであ

る石巻赤十字病院，気仙沼市立病院を中心に医療従事者を確保し，周産

期医療体制の維持・充実を図ることが求められます。 
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３ 医療・介護の連携 

（１）医療・介護を取り巻く状況の変化 
● 我が国が直面している急速な高齢化の進展は，疾病構造の変化を通じて，必要とされる医療の内容に変化

をもたらしてきました。 
● これまでの医療は，主に青壮年期の患者を対象とした，救命・救急，治癒，社会復帰を前提とした「病院

完結型」の医療でした。しかし，超高齢社会においては，複数の疾病で慢性的に医療を受ける老齢期の患

者が中心となります。このため，医療はかつての「病院完結型」から，患者の住み慣れた地域や自宅で治

療を受けて生活する「地域完結型」へ，さらには，介護，住まいや自立した生活の支援までもが切れ目な

くつながる医療へと変わらざるを得ません。 
● また，認知症高齢者の数が増大するとともに高齢の単身世帯や夫婦のみ世帯が増加していくことも踏まえ

れば，地域ごとに医療・介護・予防・生活支援・住まいが一体的に提供される地域包括ケアシステムづく

りを推進していくことが求められます。 
 

 

【図表５－１－１－８】地域包括ケアシステムのイメージ 

 
                                             出典：厚生労働省資料 

 

 

（２）医療と介護の総合的な確保に向けた改革の流れ 

● 我が国では，２０２５年に，いわゆる「団塊の世代」が全て７５歳以上となるなど，世界に類を見ない超

高齢社会を迎えています。こうした中で，県民一人一人が，医療や介護が必要な状態となっても，できる

限り住み慣れた地域で安心して生活を継続し，その地域で人生の最期を迎えることができる環境を整備し

ていくことが喫緊の課題です。 

● こうした課題を踏まえ，国では，地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律（平成元

年法律第６４号）第３条の規定に基づき，平成２６（２０１４）年に「地域における医療及び介護を総合

的に確保するための基本的な方針（「総合確保方針」）」を策定しました。 

● 「総合確保方針」では，地域において医療及び介護を総合的に確保していくために，「効率的かつ質の高

い医療提供体制の構築」と「地域包括ケアシステムの構築」を「車の両輪」として進めていく必要がある

としています。 
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（３）医療計画と介護保険事業（支援）計画の整合性の確保 

● 平成３０（２０１８）年以降，医療計画と介護保険事業（支援）計画の計画作成・見直しのサイクルが一

致することを見据え，平成２８（２０１６）年に「総合確保方針」が一部改正されました。 

● 効率的で質の高い医療提供体制と地域包括ケアシステムの構築を一体的に進めていくに当たっては、医療

計画と介護保険事業（支援）計画の整合性を確保することが求められます。特に，地域医療構想（第６

編）では，療養病床と一般病床に入院する患者の中に在宅医療等＊１で対応することが可能と考えられる患

者数が一定数見込まれるという前提で将来の患者数を推計していることから，病床の機能分化・連携の進

展に伴い生じる在宅医療等の新たなサービス必要量（「追加的需要」）については，医療と介護による適

切な役割分担の検討を踏まえて受け皿の整備を進めていく必要があります。 

 

【図表５－１－１－９】医療計画と介護保険事業（支援）計画の整合性の確保 

 

※総合確保方針をもとに宮城県保健福祉部作成 

 

● このため，県では，国が推計した２０２５年における「追加的需要」のデータに関して，市町村等と，各

計画への反映方法について協議を行いました。その結果，２０２５年の宮城県において介護サービス（施

設サービス）が受け皿となる追加的需要は４９８人／日，在宅医療と介護サービス（在宅・居宅サービ

ス）が受け皿となる追加的需要は２９０人／日，外来医療が受け皿となる追加的需要は２，１６２人／日

となりました。 

● 医療計画と介護保険事業（支援）計画は，この協議結果を踏まえて策定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊１ 地域医療構想策定ガイドラインでは，在宅医療等の範囲について，「居宅，特別養護老人ホーム，養護老人ホーム，軽費老人ホーム，有料老人

ホーム，介護老人保健施設，その他の医療を受ける者が療養生活を営むことができる場所であって，現在の病院・診療所以外の場所において提

供される医療を指し，現在の療養病床以外でも対応可能な患者の受け皿となることも想定」するとしています。 
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【図表５－１－１－１０】地域医療構想における「追加的需要」の位置づけ及び宮城県における医療・介護別の「追加的需要」 

 

 

宮城県における医療・介護別の追加的需要
（人／日）

介護サービス

（介護医療

院・老人保健

施設・特別養

護老人ホー

ム）が受け皿

となる追加的

需要

在宅医療と介

護サービス

（在宅・居

住）が受け皿

となる追加的

需要

外来医療が受

け皿となる追

加的需要

介護サービス

（介護医療

院・老人保健

施設・特別養

護老人ホー

ム）が受け皿

となる追加的

需要

在宅医療と介

護サービス

（在宅・居

住）が受け皿

となる追加的

需要

外来医療が受

け皿となる追

加的需要

介護サービス

（介護医療

院・老人保健

施設・特別養

護老人ホー

ム）が受け皿

となる追加的

需要

在宅医療と介

護サービス

（在宅・居

住）が受け皿

となる追加的

需要

外来医療が受

け皿となる追

加的需要

仙南 131 35 27 69 261 73 50 138 347 93 70 184

仙台 637 98 27 512 1,272 172 77 1,023 1,695 208 123 1,364

大崎・栗原 184 78 11 95 367 147 30 190 489 177 59 253

石巻・登米

・気仙沼
157 8 14 135 315 16 28 271 419 20 38 361

計 1,109 219 79 811 2,215 408 185 1,622 2,950 498 290 2,162

二次医療圏名

要需的加追るけおに年５２０２要需的加追るけおに年３２０２要需的加追るけおに年０２０２

 
 

 ※地域医療構想策定ガイドライン及び厚生労働省提供データをもとに県保健福祉部作成 

 

（４）医療・介護の連携の推進 

● 今後は，地域における在宅医療や介護サービスの提供体制の構築を一体的に進め，患者が病床以外の場所

でも療養生活を継続することができる環境の整備を進めていくことが必要となります。 

● このため，県は，地域医療構想に基づき病床の機能分化・連携を促進するとともに，地域包括ケアシステ

ムを支える人材の確保のために必要な取組等を行うことで，医療と介護の連携の推進を図っていきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
＊１ 医療の必要度により医療区分1から3に分類され，重度の病態を区分3，中等度の医療必要度を持つ患者を区分2とし，医療区分2及び3に該当し

ない患者を医療区分1としています。地域医療構想では，医療区分１の７０％を在宅医療等で対応する患者数として見込んでいます。 

＊２ 地域医療構想では，療養病床の入院受療率の地域差を縮小するよう目標設定しており，これに相当する分の患者数を在宅医療等で対応する患者

数として見込んでいます。 

＊３ 地域医療構想では，一般病床の入院患者数のうち，医療資源投入量（入院基本料等を除いた１日当たりの診療報酬の出来高点数）が１７５点未

満の患者数を在宅医療等で対応する患者数として見込んでいます。 
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＜医療と介護の連携推進に向けた官民一体の取組＞ 

団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を見据え，地域包括ケアシステムの構築を全県的に推進するた

め，行政や関係団体が参画する「宮城県地域包括ケア推進協議会」が平成２７（２０１５）年７月に設立され

ました。 

現在，協議会には４９団体が参画しており，行政，医療・介護サービスの事業者や専門職団体，住民団体や

ＮＰＯなど，地域包括ケアに関わる関係機関・団体間で情報を共有しながら，協議会として普及啓発活動など

に取り組んでいます。 

また，県医師会では，地域医療全般の諸問題を考える場として，平成２４（２０１２）年から「宮城県地域

医療学会」を毎年開催しています。 

同学会は，大学，医師会，行政，医療関係団体などを構成員として，医療人材の確保や地域包括ケアシステ

ムの構築に向けた議論が行われ，地域の医療・介護を担う多くの方々が参加する会になっています。 

第５編　第１章　第１節　医療機能の分担・連携と集約化の促進

66



 

第２節 地域医療支援病院の整備目標 

 

● 地域医療支援病院は医療法第４条に規定されており，地域における医療の確保のために必要な支援に関する一定

の要件に該当するものが都道府県知事の承認を経て称することができます。同法第３０条の４第３項第１号の規

定に基づき，地域医療計画において整備目標を定めることとしています。 

● 地域医療支援病院は，平成２９（２０１７）年１０月現在，県内においては１２病院あり，各二次医療圏に１ヶ

所以上整備されていますが，うち９病院が仙台医療圏に集中している傾向が見られます。地域医療支援病院につ

いて，本県においては引き続き，各二次医療圏に１ヶ所以上整備されている状態を維持することを目指します。 

● また，本県では，二次医療圏ごとに入院治療を伴う相当程度の医療を完結できる医療提供体制の整備を推進する

ため，地域医療を支援する機能を有する公的病院を「地域の中核的な病院」と位置付け，指定しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

【図表５－１－２－１】二次医療圏ごと特定機能病院，地域医療支援病院，地域の中核的な病院 

医 療 圏 特定機能病院 地域医療支援病院 地域の中核的な病院 

仙 南 医 療 圏  
田刈立公，院病核中南県ぎやみ 院病核中南県ぎやみ

綜合病院 

仙 台 医 療 圏 東北大学病院 

仙台オープン病院，仙台厚生病院，仙台

医療センター，宮城県立こども病院，坂

総合病院，東北労災病院，ＪＣＨＯ仙台

病院，東北医科薬科大学病院，仙台市立

病院 

 

大 崎 ・ 栗 原 医 療 圏  
中原栗立市原栗，院病民市崎大 院病民市崎大

央病院 

石巻・登米・気仙沼医療圏  
米登立市米登，院病字十赤巻石 院病字十赤巻石

市民病院，気仙沼市立病院 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

【地域医療支援病院の承認要件の具体例】 

（１）他の病院又は診療所から紹介された患者に医療を提供し，かつ，病院の施設等を当該病院に勤務しない医師等に利用さ

せる体制が整っていること。 

    要件：紹介外来制の原則（次の①から③までのいずれかに該当すること）及び共同利用の実施 

①紹介率が８０％以上 

②紹介率が６５％以上かつ逆紹介率が４０％以上 

③紹介率が５０％以上かつ逆紹介率が７０％以上 

（２）救急医療を提供する体制を有すること。（次の①又は②のいずれかに該当すること） 

        ①前年度の救急搬送患者受入人数÷救急医療圏人口×１，０００ ≧２ 

        ②前年度の救急搬送患者受入人数が１，０００以上 

（３）地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力（研修プログラム，研修施設，研修委員会の設置等）

を有すること。また，当該病院以外の地域の医療従事者が参加する研修会を年間１２回以上開催すること。 

（４）原則として，２００床以上の病床を有すること。 

（５）集中治療室，病理検査施設，病理解剖室，研究室，図書室などを有すること。 
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【図表５－１－２－２】特定機能病院，地域医療支援病院，地域の中核的な病院 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                        特定機能病院 

  

                                                        地域医療支援病院 

                

地域の中核的な病院 

               

仙南医療圏 

仙台医療圏 

大崎・栗原医療圏 石巻・登米・気仙沼医療圏 
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第３節 医療安全対策 

 

 

 

１ 医療安全対策の重要性 

医療技術の高度化・複雑化と相まって，医療事故の発生が依然として報じられており，医療の安全・安心に対

する県民の関心は年々高まっています。また，患者自らが医療を選択するなど，医療サービスの質の向上への関

心も高まっています。そのため，医療の安全の確保と質の向上は，病院，診療所や薬局といった医療を提供する

施設（以下「医療施設」という。）が積極的に取り組まなければならない重要な課題の一つです。 

 

（１）医療施設の法令上の義務 

医療法及び医薬品医療機器等法上，医療施設の管理者は，自らの医療の安全を確保するための安全管理体

制を整備するとともに，その活動の推進を図り，施設内の医療の安全確保に努める義務があります。また，

医療施設において，次のような医療安全に関する組織・体制等を整備することが求められています。 

 

【図表５－１－３－１】医療施設の法令上の義務 

必要な組織等 内    容 法令等の根拠 

医療安全管理指針 
安全管理に関する基本的な考え方，医療事故発生時の対応方

法等を文書化したものをいいます。 

医療法６条の１０ 

規則１条の１１① 

医薬品医療機器等法５条② 

医療安全管理委員会 
院内の安全管理体制の確保及び推進のための委員会をいいま

す。 

医療法６条の１０ 

規則１条の１１② 

医療安全管理のための職員研修 
安全管理のための基本的な考え方，具体的方策についての職

員に対する研修をいいます。 

医療法６条の１０ 

規則１条の１１③ 

医薬品医療機器等法５条② 

規則１２条の2 

医療安全管理のための医療事故

の院内報告制度 

院内で発生した医療事故，インシデント等が報告され，その

分析を通した改善策を実施するために整備された体制をいい

ます。 

医療法６条の１０ 

規則１の１１④ 

医療安全管理者 

施設全体の医療安全管理を担当し，院内の問題点の把握，対

策の立案，関係者との調整，実施結果の評価などの業務を行

う責任者をいいます。 

規則第９条の２３①（特定機

能病院及び臨床研修施設のみ

が該当） 

医療安全管理部門 

医療安全管理者，その他必要な職員で構成され，安全管理委

員会で決定された方針に基づき，安全管理を担う部門をいい

ます。 

患者のための相談窓口 患者等からの苦情，相談に応じられる窓口をいいます。 

 

 

【目指すべき方向性】 

● 医療施設における法令等に基づく医療の安全管理体制を整備し，その機能面の充実を図ることによって良

質かつ適切な医療を推進し，県民の医療に対する信頼を高めます。 

● 医療安全支援センターの運営について，患者・住民と医療施設との信頼関係の構築を支援することを基本

として，中立的な立場から相談等に対応し，患者・住民と医療施設の双方から信頼されるよう適切な対応

と支援に努めます。 

現状と課題 
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（２）立入検査における医療安全体制の確認 

各保健所では医療施設に対し医療法第２５条第１項に基づく立入検査を行い，医療の安全に対する組織的

な取組やインフォームド・コンセントの充実などについて指導助言を行っています。 

 

（３）医療安全支援センターの設置 

県及び仙台市は，住民の医療に対する信頼を確保するため，医療安全支援センターを設置し，医療に関す

る患者・住民の相談や苦情への対応，医療施設に対する助言，情報提供及び研修，患者・住民に対する助言

及び情報提供，並びに地域における意識啓発を図るなどの措置を講ずる義務があります。 

 

２ 医療安全管理体制の整備状況 

県内の病院における医療安全管理体制の整備状況は，次のとおりです。 

 

【図表５－１－３－２】県内病院における医療安全管理体制の整備状況（平成２８（２０１６）年１０月１日現在） 

項   目 施設数/総数 
総数に占める割合

（％） 

医療安全管理部門を設置している病院 135/140 96.4 

患者のための相談窓口を設置している病院 110/140 78.5 

                   出典：「宮城県医療機能情報提供制度」（県保健福祉部）       

 

３ 医療安全支援センターの現状 

現在，県では医療安全支援センターとして，都道府県センターを医療政策課に，二次医療圏センターを県の

各保健所（支所）に，仙台市では仙台市医療安全センターを仙台市健康安全課に設置し，県民等からの医療に

関する相談・苦情等に対応しています。 

 

（１）配置状況 

 
【図表５－１－３－３】医療安全支援センターの配置状況 

窓 口 機 関 電 話 番 号 E-MAIL 住  所 

県医療政策課医務班 022-211-3456 
iryousoudan@pref.miyagi.lg.jp 〒980-8570 仙台市青葉区本町3-8-1

（宮城県庁7 階） 

仙台市健康安全課 022-214-0018 
iryousoudan@city.sendai.jp 〒980-8671 仙台市青葉区国分町3-7-

1（市役所本庁舎８階） 

仙南保健所企画総務班 0224-53-3116 
sen-iryousoudan@pref.miyagi.lg.jp 〒989‐1243 大河原町字南129-1 

（大河原合同庁舎1 階） 

塩釜保健所企画総務班 022-363-5502 sio-iryousoudan@pref.miyagi.lg.jp 〒985‐0003 塩竈市北浜4-8-15 

同 岩沼支所総務保健班 0223-22-2188 iwa-iryousoudan@pref.miyagi.lg.jp 〒989‐2432 岩沼市中央3-1-18 

同 黒川支所総務保健班 022-358-1111 
kuro-iryousoudan@pref.miyagi.lg.jp 〒981‐3304 富谷市ひより台2-42-

2 

大崎保健所企画総務班 0229-91-0708 
oh-iryousoudan@pref.miyagi.lg.jp 〒989‐6117 大崎市古川旭4-1-1 

（古川合同庁舎1 階） 

栗原保健所企画総務班 0228-22-2113 
kuri-iryousoudan@pref.miyagi.lg.jp 〒987‐2251 栗原市築館藤木5-1 

（栗原合同庁舎保健所庁舎） 

登米保健所企画総務班 0220-22-7514 
tome-iryousoudan@pref.miyagi.lg.jp 〒987‐0511 登米市迫町佐沼字西佐沼

150-5（登米合同庁舎2 階） 

石巻保健所企画総務班 0225-95-1416 
isi-iryousoudan@pref.miyagi.lg.jp 〒986‐0812 石巻市東中里1-4-32 

（石巻合同庁舎保健所庁舎） 

気仙沼保健所企画総務班 0226-22-6661 ke-iryousoudan@pref.miyagi.lg.jp 〒988‐0066 気仙沼市東新城3-3-3 

電話・面談による受付時間：【県】平日８：３０～１７：１５（１２：００～１３：００を除く） 

             【仙台市】平日９：００～１５：００（１２：００～１３：００を除く）＊県・仙台市ともに，土日・祝日はお休みです。 
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（２）対応状況 

 
【図表５－１－３－４】医療安全支援センターの対応状況（平成２８（２０１６）年度）                     （単位：件） 

相 談 内 容 内  訳 

県 

センター 

県 

二次医療圏センター

計 

 

仙台市センター 合  計 

苦  情 

医療行為 114 10 57 181 

コミュニケーション 106 24 70 200 

医療機関等の施設 8 4 5 17 

医療機関情報の取り扱い 8 0 5 13 

医療機関等の案内，紹介 1 0 3 4 

医療費（診療報酬等） 29 2 25 56 

医療知識を問うもの 2 0 13 15 

その他 143 9 6 158 

相談 小計 411 49 184 644 

相  談 

医療行為 133 14 56 203 

コミュニケーション 43 14 55 112 

医療機関等の施設 10 2 2 14 

医療機関情報の取り扱い 6 3 9 18 

医療機関等の案内，紹介 162 19 166 347 

医療費（診療報酬等） 88 6 40 134 

医療知識を問うもの 35 3 350 388 

その他 650 31 22 703 

相談 小計 1,127 92 700 1,919 

総相談件数 1,538 141 884 2,563 

出典：「平成２８年度医療安全支援センター対応状況集計結果」（県保健福祉部）

＊「県二次医療圏センター計」は，仙南，塩釜，岩沼，黒川，大崎，栗原，登米，石巻，気仙沼の各保健所（支所）の合計。 
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１ 県内の各医療施設における医療安全対策の充実強化 

医療施設における法令等に基づく医療の安全管理体制を整備し，その機能面の充実を図ることによって，良質

かつ適切な医療を推進し，県民の医療に対する信頼を高めます。 
 

（１）医療安全管理体制の確立 

実効性のある医療安全対策を組織的に推進するためには，医療安全を管理する委員会と対策を実際に講じ

る部門（医療安全管理者の配置等）を設置し，これらが連携をとることが重要です。医療施設が施設内の安

全確保のために継続した業務改善を進めるシステムの確立を推進します。 

 

（２）医療施設への支援等 

医療の安全管理を立入検査時の重点事項と位置づけ，医療施設に適切な指導を行い，管理者の自主管理の

意識向上とともに，適切な医療安全対策の促進やインフォームド・コンセントの充実が図られるよう，医療

施設への啓発，支援に努めます。また，管理者やリスクマネージャーが医療安全対策を実践する上で抱いて

いる課題等について，適切な解決が図られるよう，必要な情報の提供，情報交換のための医療施設間の連携，

研修会の斡旋など，必要な支援に努めます。 

 

（３）機能面の充実 

医療施設の管理者は，安全管理委員会等の医療安全に係るシステムを十分に機能させ，医療に内在するリ

スクを管理し，医療の安全を確保するという責任を自覚するとともに，次のような取組を実践していくこと

が必要です。 

 

【図表５－１－３－５】 

項   目 取  組  内  容 

医療安全管理の指針の整備及び職

員への周知 

□安全管理に関する基本的な考え方，院内組織，職員研修，事故報告制度，医療事故発生時の対応等に関する基

本方針を示すとともに，職員全員に指針の内容を周知すること。 

医療安全管理委員会の運営の改善 

□重大な問題が発生した場合は適宜開催し，速やかに発生の原因を分析し，改善策の立案及び実施並びに職員へ

の周知を図ること。 

□重要な検討事項について，患者への対応状況を含め管理者へ報告する仕組みとすること。 

職員研修の実施による意識の向上 
□組織全体及び部門ごとの安全管理の研修を実施し，職員の意識向上を図ること。 

□研修の実施内容について記録を残し，その評価・改善に努めること。 

事故報告等安全確保のための改善

方策の実施 

□事故事例やインシデント事例の報告制度を設け，重大な事故が発生した場合には，速やかに管理者に報告する

こと。 

□事故事例やインシデント事例の分析に基づき改善策を講ずるとともに，改善策の適用の効果を評価すること。 

医療安全管理者の専任による配置

及び権限の付与 

□医師，歯科医師，薬剤師又は看護師のうち，いずれかの資格を有する職員を医療安全管理者として専任で配置

すること。 

□管理者から十分な権限が与えられ，組織横断的な立場で，部門間の調整を必要とする安全確保等の問題に適切

に対処すること。 

医療安全管理部門の設置及び権限

の付与 

□組織横断的に院内の安全管理部門を担う独立した部門として設置し，安全管理に係る総合的な内部評価活動を

行うのに十分な権限を確保すること。 

患者からの相談に応じる体制の確

保 

□院内に「患者相談窓口」及び専任の担当者を設け，患者・家族からの苦情，相談に応じられる体制を確保する

こと。 

□窓口の相談体制，相談後の取扱い，相談情報の秘密保護等，管理者への報告等に関するマニュアル体制を整備

すること。 

外部評価の活用及び医療施設間の

連携 

□院内における内部評価のみでは分からない安全管理上の問題点を明らかにするために，外部評価を活用するこ

と。 

□複数の医療施設間で管理者及び医療安全管理者がそれぞれ連携し，医療安全対策に資するための情報交換等を

行うこと。 

施策の方向 
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２ 医療安全支援センターの適切な運営 

県，仙台市に設置された医療安全支援センターは，互いに情報共有するなどして連携・協力し，患者・住民と

医療施設との信頼関係の構築を支援することを基本として，中立的な立場から相談等に対応し，患者・住民と医

療施設の双方から信頼されること，また，地域の関係する機関・団体等と連携，協力して，運営する体制を構築

することが求められています。 
県では，次のような医療安全の支援の体制について，適切な運営を行うよう努めます。 

 

（１）患者からの相談に対応する適切な対応と支援 
県は，患者・住民が相談しやすい環境整備に努めるとともに，相談者のプライバシーを保護し，相談によ

り相談者が不利益を被ることがないように配慮するなど，安心して相談できる体制の確保に努めます。 
 

【図表５－１－３－６】 

相談窓口体制機能の充実 
□患者・住民の相談等に適切に対応するために必要な知識，経験を有する看護師等の専任職員を配

置すること。 

相談職員の研修等の充実 

□相談等へ適切に対応するために，相談職員に対して，カウンセリングに関する技能，医事法制や

医事訴訟に関する知識等の習得に必要な研修を受講させること。 

□個々の相談職員間の対応内容のばらつきを是正する観点から，相談対応の手順，心構え，個別事

例の対応方針等をまとめた「相談対応のための手引き」を作成すること。 

医療の安全に関する情報提供 

機能の充実 

□医療機能情報提供システム（みやぎのお医者さんガイド）の整備・普及啓発により，患者・県民

が自ら医療施設を選択するための必要な情報を提供すること。 

他の機関・団体等との連携・ 

協力体制の整備 

□多様な相談へ適切に対応するため，医療施設，医師会，弁護士会や民間における相談窓口等関係

機関・団体と情報交換を行うなど，緊密な連携・協力体制を整備すること。 

 

（２）医療施設への適切な指導と支援 

県は，医療施設に対し，医療安全に関する情報提供や助言，研修の斡旋等により，医療安全施策の普及

・啓発を図り，地域における医療の安全確保と質の向上の推進に努めます。 

 

【図表５－１－３－７】 

研修の斡旋等による意識の 

啓発，情報提供 

□医療施設に対し，医療安全に関する制度，医療安全のための組織的な取組，職員の教育研修，意

識の向上等の内容が盛り込まれた研修を斡旋し，又は企画・実施すること。 

□医療安全管理体制の機能充実の推進に資するため，管理者や医療安全管理者による情報交換のた

めに行う医療施設間の連携に対し支援すること。 

他の機関・団体等との連携・ 

協力体制の整備 

□多様な相談へ適切に対応するため，医療施設，医師会，弁護士会や民間における相談窓口等関係

機関・団体と情報交換を行うなど，緊密な連携・協力体制を整備すること。 

□情報交換を行う場合には，使用する様式や情報の取扱い等の手続きを統一するなど，情報交換の

ルールを定めること。 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

指  標 現  況 2023 年度末 出  典 

医療安全管理部門を設置している

病院数 
135 病院 全病院 

「宮城県医療機能情報提供制度」（平

成28（2016）年10 月1 日現在）

（県保健福祉部） 

患者のための相談窓口を設置して

いる病院数 
110 病院 全病院 

「宮城県医療機能情報提供制度」（平

成28（2016）年10 月1 日現在）

（県保健福祉部） 

数値目標 
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